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「建築物環境報告書制度」周知パンフレットの活用について（依頼） 

 

 

平素より東京都の環境行政に御理解・御協力を賜りまして、誠にありがとうござい

ます。 

東京都は、2030 年までに温室効果ガス排出量を 50％削減するカーボンハーフを目

指した取組を進めています。こうした背景のもと、令和７年４月から、新築住宅等へ

の太陽光発電、断熱・省エネ性能の確保等を、大手ハウスメーカー等に義務付ける新

しい制度（建築物環境報告書制度）を導入します。 

現在、新制度の周知に向けた取組の一つとして、制度の概要を記載したパンフレッ

トの作成を進めており、今後、様々な場面を活用して周知活動に取り組んでいくこと

としています。 

新制度は住宅の新築や購入を検討されている都民の方々に関連が大きいことから、

貴団体の会員の皆様がお持ちの都民の方々との接点における周知も有効な手法の一

つと考えております。 

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、貴団体で周知活動へ御協力いただくこ

とについて御検討いただいた上で、別添の様式により配布いただけるパンフレットの

数量・お届け先等について、３月 17日（金）までに下記担当まで御連絡ください。 

貴団体の会員の皆様に多くの場面で活用いただき、新制度の周知に御協力いただけ

ますと幸いです。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

＜担当＞ 

東京都 環境局 気候変動対策部 環境都市づくり課 齋藤 

Mail：Tatsuki_Saitou@member.metro.tokyo.jp 

TEL：03-5388-3708 

 

（案） 
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